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協
会

活
動
状
況

(
特
別
の
記
載
の
な
い
も
の
は

す
べ
て
事
務
局
に
お
い
て

)

●
十

二
月
三
十

日

(金
)

常
任
理
事
会

出
席
者

石
川
、
八
木

、
辻
井
、
高
畑
、
綱

島

。法
人
化

問
題
検
討
委
員
会

の
任
務
は

一
応
終

了
し
た
も
の
と
し
、
法
人
設
立
準
備
会

を
設
け

る

こ
と
、
収

支
予
算

と
会
費
値
上
げ
と

の
関
係

を
検
討

す
る

こ
と
な
ど

に
つ
い
て
協
議

。
協
会

の
事
務
所

は
現
在

、
会
員

・
秦

巌
夫
北
海
道

空
港
株
式
会
社
社
長

の
ご
厚
意

に
よ
り
同
社
札

幌

連
絡
事
務
所

の

一
画
を
借
用
し
て

い
る
が
、

法
人
化
の
事
務
量
が
増
加

し
て
き
た

こ
と
か
ら

新

事
務
所

を
物
色
す

る
こ
と

に
な

っ
た
。

●

繭
月
七
日

(土
)

シ
ヤ
ウ

ッ
ド

常
任

理
事
会

出
席
者

石
川

、
小
川
、
高
畑

、
滝

口
、
辻

井

、
野
田
、
中
野

、
綱
島
、
田
中

、
山
本
。

一
、
朝

里
岳

ス
キ
ー
場
問
題

田
中

、
山
本
理
事
か
ら
各
団
体

が
取
組

ん

で
い
る
実
情
な
ど
問
題
点

の
説
明

が
あ
り
、

協
会

と
し
て
も
適
切

に
対
処
す

る
こ
と
と
し

た
。

二
、
法
人
化
問
題

理
事
会

に
提
案
す
る
予
算

・
諸
規
定
な
ど

を
決

め
る
と
と
も

に
、
法
人

設
立
準
備
会
を

設
置

し
た

(
会
長

・
石
川
、
会
長
代

理

・
八

木

、
副
会
長

・
辻
井
、
中

野
、
事
務
局
長

・

綱
島
、
常

任
理
事

・
小

川
、
高
畑

、
滝

口
、

野
田
)
。

●

闇
月
十
日

(
火
)

法

人
化
問
題

の
う
ち
定
款

・
予
算

・
会
計
規

定
な
ど

に
つ
い
て
道
自

然
保
護
課

と
協
議

(
綱

島
)
。●

■
月
十

八
日

(
水
)

全
国
自
然
保
護
連

合

・
小
林
賢

一
郎
理
事

の

来
訪
が
あ
り
、
活
動
状
況
な
ど

に
つ
い
て
意

見

交
流

を
行

っ
た
。

●

一
月

二
十

日

(金
)

法
人
化

の
定
款

に

つ
い
て
道
と
協
議
(
石
川
、

綱
島
)
。

●

一
月

二
十

一
日

(土
)
自
治
会
館

第
七
十

二
回
理
事
会

出
席
者

石
川

、
辻
井

、
坂
本
、
小
川
、
高

畑
、
午
来

、
野
田
、
山
口
、
滝

口
、
門
脇
、
大

山
、
山
本

、
新
妻

、
久
保

田
、
田
中

、
宗
像
、

田
尻

、
中

野
、
三
浦

、
斉
藤
春
、
綱
島
。

議

題

一
、
理
事
交
替

・
辞
任

に

つ
い
て

丹
保
憲
仁

理
事
辞
任

に
と
も
な

い
綱
島

俊

を
選
出

、
石
崎
貞
子
理
事

の
辞
任

に
つ
い
て
は

欠
員

の
ま
ま
と
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。

二
、
法
人
化

に
つ
い
て

設
立
趣
意
書

・
定
款

・
事
業
計
画

・
五
十

三

年
度
予
算

・
法
人
化
募
金

・
会
員
増
加
対
策

・

役
員
選
挙
規
定

・
総
会
議
事
運
営
規

定

・
法

人

設
立

日
程
な
ど

に

つ
い
て
臨
時
総
会
提
出
議

案

を
決
定
、
法
人
設
立
準
備
会

の
設
置

を
確
認
し

た
。

三
、
臨
時
総
会
開
催

に
つ
い
て

法
人
化
問
題

で
二
月
十
九
日
臨
時
総
会
を
開

催
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
な
お
、
総

会
運
営

は
新

し
い
定
款

・
諸
規
定

に
準
拠
す

る
こ
と
と

な

っ
た
。

四
、
朝
里
岳

ス
キ
ー
場
問
題
に

つ
い
て

こ
の
問
題

に
対
す

る
本
協
会

の
出
遅
れ
が
指

摘
さ
れ
、
近
く
在
札

理
事
会

で
再
検
討

の
う
え
、

他
団
体
と
協

調
し
て
と
り
組
む

こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
久
保

田
理
事

か
ら
穂
別
町

に
お
け
る
採

石

に
よ
る
自

然
破
壊
反
対
運
動

に
対

し
て
、
本

協

会
が
理
論
づ
け

に
よ
る
強

力
な
支
援
を
す

る

よ
う
要
望
が
あ

っ
た
。

事
務
局

・
狭
間
博
子
氏
が

退
職

(
一
月

二
十

七
日
付
)
、
新

た
に
川
村
静
子
氏

(
十

八
日
付
)
、

寺
尾
紀
子
氏

(十
七
日
付
)
が
任
命
さ
れ
た
。

●
二
月
三
日

(
金
)

常
任
理
事
会

出
席
者

石
川

、
高
畑

、
滝

口
、
辻
井
、
綱

島
、
野
田
。

事
務
所
移
転

問
題

、
臨
時
総
会

の
議
案

一
部

変
更
、
朝

里
岳
問
題
を
協
議

し
、
会
計
部
門
専

門
委
員
に
岩
崎
義
郎
会
員
を
委
嘱
し
て
、
会
計

規
定

の
作
成

な
ど
を
す
す

め
る
こ
と
と
し
た
。

●
二
月
七
日

(
火
)

事
務
局

移
転

か
ね
て
懸
案

と
な

っ
て
い
た
新
事
務
所
が
よ

う
や
く
開
設

の
運
び

と
な

り
、
二
月

六
日
お
よ

び
七
日
に
移
転
。
新
住
所

は
中
央
区
北

一
西
七

「
広
井
ビ
ル
」

五
階

、
電
話

は
二
五

一
ー

五
四

六
五

(直
)

で
従
来

と
同
じ
。

こ
の
ほ
か
ピ

ル

の
代

表
電
話

二
六

一
-

六
五

八
六
も
あ

る
。

●
二
月
九

口

(木
)

本
協
会

の
活
動
状
況
な
ど

に

つ
い
て
、
朝
日

新
聞

・
遠
藤
記
者

の
来
訪
あ

り
懇
談
。

●
二
月
十

日

(
金
)
北
四
条
ビ

ル
会
議
室

在
札

理
事
会

出
席
者

石
川

、
小
川

、
高
畑

、
滝

口
、
田

・1・



臨
時
総
会

の

議
事
と
経
過
報
告

昨
年

の
総
会

に
お

い
て
協
会

の
法
人
化
が
決

議
さ
れ

て
以
来
、
法
人
化
検
討
委
員
会

(
中
野

徹
三
委
員
会
)

に
お

い
て
精
力
的
な
審
議
を
重

ね
た
末
、

い
よ

い
よ
法
人
化

に
向
け

て
大
き
く

前
進
を
み
せ
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
す

で
に
ご

承
知

の
と
お
り
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ

の
信
を

問
う

べ
く
法
人
化
問
題
を
主
要
議
題
と
す
る
臨

時
総
会
が
二
月
十

九
日

(
日
)
、

午
後

一
時
か

ら
札
幌

市
中
央
区

に
あ

る
自
治
会
館
を
会
場
に

開
催

さ
れ

、
慎
重
な
討
議

を
経

て
、
理
事
会
提

出

の
議
案
が

一
部
修
正

の
う
え
承
認
さ
れ

た
。
.

議
事

の
重
要
性

に
鑑

み
、
そ
の
す

べ
て
を
収
録

し
て
会
員

に
広
く
討
議
内
容

を
理
解

し
て
も
ら

う

べ
き

で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
議
事

の
概
略
を

紹
介
す

る
と
と
も

に
、
重
要

と
思

わ
れ

る
質
疑

に
つ
い
て
は
理
事
会
側
の
対
応
を

ま
じ
え
簡
潔

に
ま
と

め
る
に
と
ど

め
た
。
詳
細

に

つ
い
て
は

す
で

に
会

員
に
配
付
済

み
の
臨
時
総
会
議
案
な

ら
び
に
別
途

と
り
ま
と
め
る
議
事
録
を
ご
覧

い

た
だ
き
た

い
。

ま
ず

司
会
者

(滝

口

亘
)

に
よ

る
開
会

の

挨
拶

に
は
じ

ま
り
、
本
総

会

の
議

事
運
営

に
つ

い
て
は
、
五
月

に
予
定
さ
れ

て

い
る
設
立
総
会

の
、

い
わ
ば
リ

ハ
ー
サ
ル
と
考

え
、
新

し
い
定

款
、
議

事
運
営
規

定
に
そ

っ
て
運
営

さ
せ
た

い

旨
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
引
き
つ
づ
き
議
長
選

出
に
移
り
、
出
席
会
員
の
中
か
ら
長
谷
川
雄
七

氏
が
議
長
に
選
出
さ
れ
た
。

議
長
挨
拶
の
後
、
司
会
者
か
ら
先
に
出
さ
れ

た
提
案
が
承
認
さ
れ
、
同
時
に
運
営
規
定

(臨

時
総
会
議
案
、
二
十
三
ぺ
1
ジ
。
以
下
同
)
第

二
条
～
四
条
に
よ
り
進
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

承
認
さ
れ
た
。
た
だ
ち
に
資
格
審
査
・
議
事
運

営
委
員
の
指
名
に
移
り
、
出
席
会
員
か
ら
伊
藤

誠
夫
氏
、
理
事
会
か
ら
小
川
巌
の
二
名
が
、
ま

た
総
会
書
記
に
田
中
明
子
さ
ん
川
村
静
子
さ
ん

を
指
名
、
承
認
さ
れ
た
の
ち
石
川
会
長
の
挨
拶

を
経
て
議
…事
に
移
っ
た
。
議
事
項
目
、
報
告
者

な
ら
び
に
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
法
人
化
問
題
検
討
経
過
報
告
(中
野
徹
三
)

「去
年
五
月
の
総
会
決
議
に
よ
り
、
法
人
化

検
討
委
員
会
を
設
け
、
常
任
理
事
会
と
合
同
で

今
春
を
メ
ド
に
検
討
を
進
め
て
き
た
。
理
事
会

に
お
い
て
は
監
督
官
庁
に
よ
る
介
入
を
懸
念
す

る
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
会
の
活
動
に
ま
で
介

入
す
る
恐
れ
は
な
い
と
し
、
社
会
的
に
も
財
政

的
に
も
責
任
あ
る
団
体
と
し
て
活
動
す
る
う
え

で
法
人
化
が
必
要
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
。
そ

れ
に
は
理
事
会
の
体
制
な
ら
び
に
事
務
局
体
制

の
確
立
が
計
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
職
員
の

処
遇
等

に
関

し
て
も
十
分
考
慮
す
る
必
要

が
あ

る
の
は
も
ち

ろ
ん

で
あ
る
。
理
事
が
三
十
名

か

ら

二
十
名

に
減
員
す

る
が
、

こ
の
数

で
も
会

の

活
動

は
十
分
果
た
し
う

る
と

の
結

論
に
達

し
て

い
る
。L

②
社
団
法
人
設
立
準
備
会
設
置
報
告

(
石
川
会

長
)

本
年
五
月

に
設
立
総
会
を
も

つ
ま
で
の
経
過

措
置
と
し
て
、
議

案

(
二
十

六
ペ
ー
ジ
)

の
と

お
り
準
備
会

を
発

足
さ

せ
た
と
の
報
告
が
な
さ

れ
、
会
務
分

担
な

ど
に

つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ

た
。
討
論

の
の
ち
運
営
委
員
会

の
小
川
委
員
よ

り
、
議
事
運

営
規
定

(
二
十

三
ペ
ー
ジ
)

に
則

り
以
下
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ

た
。「

会

員
状

況

(
二
十

五
ペ
ー
ジ
)

か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
昭
和

五
十

三
年

一
月

二
十

一
日
現

在

の
会
員
数

は
個

人
会
員

六
五

一
、
団
体
会
員

四
九
、
合

計
七
〇
〇

で
あ

る
が
、
転
居
先
不
明

等

の
理
由
で
音
信

の
途
絶

え
て
い
る
分
、
お
よ

び

五
十
年
度

ま
で
の
会
費
未
納

の
人
を
自
然
除

籍

と
取
扱

っ
た
と
こ
ろ
、
そ

の
数
は
個
人

八
三
、

団
体
四

、
合
計

八
七

で
あ
り
、
差

引
き
六

一
三

と
な

る
。

こ
れ

に

一
月

二
十

一
日
以
降

の
新

入

個
人
会
員
四
五
名
を
加
え
た
数

(
団
体
会
員

は

な
し
)
、
す
な
わ
ち

六
五
八
が
本
日
現
在

の
会
員

と

い
う

こ
と

に
な
る
。
次

に
本
総
会

の
成
立

に

必
要
な
過

半
数

は
三

二
九
で
あ
る
の
に
対

し
、

出
席
会
員
が
一三
二
、
委
任
状
提

出
が

三
四
七

、

合
計
三
八
○

に
達

し
て

い
る
の
で
総
会

は
成
立

し
て

い
る
。
」

③

設
立
趣
意
書

(
八
木
副
会
長
)

議
案

(
一
ペ
ー
ジ
)

に
あ
る

「
社
団
法
人
北

海
道
自

然
保
護
協
会

設
立
趣
意
書
」
参
照
。

中

、
辻
井
、
綱
島

、
中

野
、
山
本

法
人
化

に
よ
る
役
員
改

選

の
う

ち
理
事
会
推

せ
ん
理
事

候
補
の
選

出
方
法

に
つ
い
て
協
議
。

朝
里
岳
問

題
に

つ
い
て
は
、
他
団
体
と
歩
調

の
そ
ろ
う
要

望
書
を
出
す

こ
と
と
し
た
。

●
二
月
十

三
日

(
月
)

朝
里
岳
問
題

に
関

し
、
石
川
会
長
か
ら
札
幌

市
及
び
札
幌

リ
ゾ

ー
ト
開
発
公
社

に
対
し
て
要

望
を
行

っ
た
。

●
二
月
十
三
日

(
月
)
北
大
植
物
園

選
挙
管
理
委
員
会

出
席
者

駒

井
、
原
田
、
浅
井
、
辻
井

(斎

藤

欠
)
。

臨
時
総
会
で
法
人
化
議
案

が
承
認
さ
れ
た
場

合
を
考
慮
し
、
日
程

の
都
合

上
予
め
選
管

の
打

合

せ
を
行

っ
た
。
駒

井

勉
委
員
を
選
挙
管
理

委
員
長

に
互
選
し
、
公
示
や
日
程
な
ど
を
決

め

た
。●

二
月
十

八
日

(土
)

常
任

理
事
会

出
席
者

石
川

、
八
木

、
辻
井

、
中
野
、
小

川
ふ
滝

口
、
綱
島
。

臨
時
総
会

の
運
営
及
び
理
事
選
出
な
ど

に
つ

い
て
協
議

し
た
。

●
二
月
十
九

日

(
日
)
自
治
会
館

第
七
十
三

回
理
事
会

出
席
者

石
川
、
八
木
、
辻
井
、
小
川

、
高

畑

、
滝

口
、
山

口
、
三
浦
、
田
中

、
大

山
、
綱

島

、
中
野
、
坂
本
、
午
来
、
山
本
。

総
会
議
案

の

一
部
修
正
を
確
認
し
て

一
た
ん

中
断

し
、
総
会
終
了
後

再
開

の
う
え
議
決
事
項

の
事
後
処
理
を
決
め
た
。
ま
た
理
事

の
改
選

に

あ
た
り
地
域

的
な
調

整
を
と
る
と
と
も

に
、
執

行
活
動

に
ブ

ラ
ン
ク
を

生
じ
な

い
よ
う

に
す

る

・2・



ω
定
款

(中

野
徹

三
)

議
案

(
二
ペ
ー
ジ
～
十

二
ぺ
!
ジ
)

の
と
お

り
報
告

さ
れ

、
討
議

の
結
果

一
部
修

正
に
よ
り

承
認
さ
れ

た
。
修
正
カ
所

に

つ
い
て
は
別
記

の

と
お
り
。

⑤
昭
和

五
十
三
、
五
十

四
年
度
事
業
計
画

(
高

畑

滋
)

議
案

(
十
三
、
十

四
ぺ
ー
ジ
)
が
提
案
さ
れ

た
。
こ

の
議
案

に
対

し
動
議
が
会
員
よ
り
提
出

さ
れ
た
た
め
、
こ
の
動
議
を
あ
ら

か
じ
め
運
営

委

員
会

で
整

理
し
た
う

え
、
事
業
計
画

(十

三

ペ
ー
ジ
)

の

一
部
追
加
修

正

(別
記
参
照
)
を

提
案

し
、
理
事
会
提
案

の
原
案

と
共
に
承
認
さ

れ

た
。

⑥
昭
和
五
十
三
、
五
十

四
年
度
収

支
予
算

(
綱

島
俊
)

⑦
法
人
設
立
費
用
収

支
予
算

(
綱
島
俊
)

議
案

(十

五
～
十

八
ペ
ー
ジ
)
ど
お
り

一
括

し
て
提
案

さ
れ

一
部
修
正

(
別
記

の
と
お
り
)

の
後
承
認
さ
れ
た
。

⑧
会
員
増
加
対
策

(
辻
井
達

一
)

「
新
規
会
員
と
し
て
個
人
会
員

で
二
〇
〇
、

団
体
会

員
で
五
十
く
ら

い
の
増
加
を
見
込
ん
で

い
る
。
法
人
化

に
伴
な

い
自
治
体
か
ら

の
寄

付

行
為
が
受
け
や
す
く
な

っ
た
の
で
、
積
極
的

に

働
き
か
け
て

い
き
た
い
」

と
の
報
告
が
な
さ
れ

た

(
議
山粂
二
十
}五
ぺ
ー
ジ
)
◎

⑨
役
員
選
挙
規
定

・
総
会
議
事
運
営
規

定

(
滝

口

亘
)

議
案

一
九

ペ
ー
ジ
～
二

一
ペ
ー
ジ
の
と
お
り

提
案
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。

⑳
法

人
化

設
立
日
程

(
綱
島

俊
)

議
案

(
二
四
ペ
ー
ジ
)
を

一
部
修
正
し
て
提

案
さ
れ
承
認
さ
れ

た
。

こ
こ
ま
で
議
事
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
い

っ
た

ん
休
憩

に
入

っ
た
後

、
別
室

に
て
理
事
会
を
開

き
、
理
事
定
数

に
つ
い
て
協
議

し
た
。

⑪
そ
の
他

石
川
会
長
よ
り
新
理
・事
会
の
理
事
定
数
が
二

十
名

(理
事
会
推
薦
お
よ
び
立
候
補
に
よ
る
理

事
各
十
名
を
定
員
と
す
る
)
に
な
る
旨
の
報
告

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
選
挙
管
理
委
員
に
は
、
会

員
か
ら
原
田
輝
治
、
浅
井
定
美
、
斎
藤
禎
男
、

駒
井
勉
の
四
氏
な
ら
び
に
理
事
か
ら
辻
井
達

一

の
計
五
名
が
選
出
さ
れ
、
委
員
長
に
は
駒
井
氏

が
互
選
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
最
後
に

委
員
長
が
選
挙
公
示
を
行
っ
た
結
果
、
即
日
公

示
さ
れ
、
同
時
に
全
会
員
に
ハ
ガ
キ
で
通
知
さ

れ
る
旨
報
告
を
行
っ
た
。

以
上
が
議
事

に
関
す

る
経
過
報
告

の
あ
ら
ま

し
で
あ

る
。
議
事
進
行

の
過

程
で
出
席
会
員

か

ら
種

々
の
発
言
、
問
題
提
起
が
多
数
な
さ
れ
、

そ
れ
ら

の
う
ち

に
は
議
案

の
修
正
を
含
む
重
要

な
発
言
も
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
質
疑

の
主
旨
を

項
目
別

に
ま
と
め
て
お
く

こ
と

に
す
る
。
な
お

文
中

「
Q
」

と
な

る
の
は
質
問
者

の
、

「
A
」

と
あ
る
の
は
回
答
者

(
理
事
会
)

の
意
味

で
あ

る
。

(団
体
会
員

の
扱

い
に
つ
い
て
)

Q

鱒
団
体
会
員
を
個
人
会
員

と
同

一
資
格

に
す

る
と
、
協
会
が
特
定

の
団
体
、
企
業

に
利
用

さ
れ

る
心
配
も
出

て
く
る
。
そ

の
意
味

か
ら

団
体
会
員

は
議
決
権

の
な

い
賛
助
会
員

の
扱

い
に
す

べ
き

で
な

い
か
。

A

"
確

か
に
理
論
的

に
は
そ
の
よ
う
な
懸
念

の

生
ず
る
余
地
は
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
定

款

(第
三
条
)

に
う
た

っ
て
い
る
本
会

の
主

旨

に
賛
同
し
て
入
会

し
た
以
上
、
個
人
会
員

と
権
利

の
上

で
差

を

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な

い
か
。

(理
事
会

に
つ
い
て
)

Q

鱒
理
事
が
、
三
、
四
期
続

け
て
勤

め
る
こ
と

に
問
題

は
な

い
か
。

A

"
そ

の
こ
と
に
よ
り
、
会

の
運
営
が
非
民
主

的
な
方

向
に
進

む
こ
と
に
な

る
の
な
ら
別

だ

が
、
ぜ
ひ
理
事

に
な

っ
て
ほ
し
い
と
会
員
が

考
え
る
人
を
規
制
す

る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

う

の
で
、
現
実
的
な
や

り
方

で
い
え
ば
規
制

し
な

い
方
が

い
い
と
思
う
。

.
Q

"
定
款
上

で
は
、
常
任
理
事
会

の
機
能

、
権

限
が

は

っ
き
り

し
て

い
な

い
。

A

」
常
任
理
事
会

は
、
理
事
会
か
ら
委

託
さ
れ

た

一
般
的
な
事
務

を
消
化
す
る
た
め
の
機
構

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味

で
は
理
事
会
を
信

頼
し
て

い
た
だ
き
た

い
。

(
参
与
制
度

に

つ
い
て
)

Q

"
新

し
く
設
け
ら
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
参
与

制
度

の
意
味

は
何

か
。
ま
た
定
款

の
条
文

に

あ

る

「
協
会
発
展

に
特
別
貢
献
し
た
会
員
」

と
い
う
表
現
は
削
除
し
た
方
が

よ
い
の
で
な

い
か
。

A

"
い
ろ
い
ろ
な
事
情

で
理
事

に
な

っ
て
も
ら

え
な

か

っ
た
人

に
委
嘱
す

る
な
ど
し
て
、
理

事
会

で
決

め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
確
か

に
不
必
要
と
思

わ
れ

る
の

で
、
削
除
す

る
こ
と
に
し

た
い
。
ま
た
参
与

は
会
員

の
中

か
ら
選

ぶ

こ
と
に
し
て
い
る
。

(
会
費
未
収
分

の
取
扱

い
に

つ
い
て
)

Q

"
会

費

の
未
納
分

は
ど
う
取
扱
う

の
か
。

A

"
少
な

く
と
も
昭
和

五
十
年
度
分
ま

で
が
未

こ
と
を
申

し
合

せ
た
。

●
二
月
十
九
日

(
口
)
自
治
会
館

臨
時
総
会

(
別
記

の
と
お
り
)

理
事
選
挙
公
示

●
三
月
四
日

(
土
)

常
任
理
事
会

出
席
者

石
川
、
八
木

、
辻
井

、
小
川
、
高

畑

、
綱
島
。

定
款

に
つ
い
て
臨
時
総
会

で
修
正
さ
れ

た
事

項
を
確
認
の
う

え
法
人
許
可

ま
で
の
間

に
用

い

る
分
を
印
刷
す

る
。
会
員

の
入
退
会
、
未
納
会

費

の
処
理
、
法
人
化
募
金

の
中

間
集
計

、
事
業

計
画
と
予
算

の
年
度
別
見
直

し
、
各
種
受
託
調

査

の
動
向

、
道
団
体
連
合

シ
ソ
ポ
ジ
ウ

ム
参

加

な
ど
を
討
議

し
た
。

物
故
者

中

野

征

紀

氏

本
協
会
会
員
、
元
理
事
・
中
野
征
紀
氏

(釧

路

・
本
州
製
紙
臨
診
療
所
長
)
は
去
る
二
月
二

十
五
日
逝
去
さ
れ
た
。

同
氏
は
第

一
次
南
極
観
測
隊
副
隊
長
、
昭
和

三
十
七
年
北
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
長
と
し
て
チ

ャ
ム
ラ
ソ
峰

(七
三

一
七
m
)
登
頂
を
指
揮
、

成
功
さ
せ
た
著
名
な
岳
人
で
日
本
山
岳
会
理
事

北
大
山
の
会
会
長
。

本
協
会
創
立
以
来
の
会
員
で
創
立
当
時
理
事

を
つ
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
本
協
会
釧
路
支
部
、

後
に
釧
路
自
然
保
護
協
会
に
お
け
る
主
要
メ
ソ

パ
ー
で
あ
り
、
風
格
あ
る
山
岳
人
と
し
て
後
輩

の
指
導
に
尽
さ
れ
た
が
不
幸
、
病
魔
の
侵
す
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。
釧
路
地
方
は
先
に
田
中
教
授

を
失
な
い
、
今
ま
た
中
野
征
紀
氏
を
失
っ
た
こ

と
に
な
る
。
痛
惜
に
耐
え
な
い
。
謹
ん
で
哀
悼

の
意
を
表
す
る
。

・3・



収

の
分
は
、
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

考

え
て

い
る
。

(
支
部

に
つ
い
て
)

Q

"
支
部
を
作

っ
た
場
合

、
そ

の
支
部

の
定
款

等

は
ど
う
な

る
か
。

A

"
新

し
い
定
款
で

い
う
支
部

と
は
、
事
務
処

理

の
み
を
行
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
以
上

の

権
限

と
機
能
を
も

つ
支
部
を
作

ろ
う

と
す

る

場
合

は
、
当
然
定
款

の
改
正
が
必
要

と
な

る
。

地
方
会
員

の
要
望
、
意
見
を
広
く
聞

こ
う
と

す

る
場
合
、
支
部

の
設
置
以
外

に
も
自
然
保

護
講
座
、
懇

談
会
、
札
幌
以
外

で
の
理
事
会

(U

AU

ハU

AU

O

開
催
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
策
が
考
え
ら
れ

る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
交
流
の
機
会
を
積
極

的
に
作
っ
て
い
き
た
い
。

定
款
修
正
部
分

第
二
条

こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
北
海
道
杓

幌
市
中

央
区
北

一
条
西
七
丁
目

一
番

地
広
井

ビ

ル
内

に
置

く
。

第
六
条

a

会
員
は
、
会
費
を
事
業
年
度
開

始
後

一
ヵ
月
以
内
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「

(説
明
)

当
該
事
業
年
度
の
四
月
三
十
日
ま

で
に
会
費
納
入
を
義

務
づ

け
、
そ
れ
を
基

に
し
て
そ

の
年
度

の
事

業
活
動

を
行
う

。

さ
ら

に
原
案
第

八
条
第

三
項
に
お
い
て
、

「
正
当
な
理
由
な
く
翌
年
四
月
三
十

日
ま

で
に
会
費
を
納
入

し
な

い
と
き
は
退
会

し

た
も
の
と
み
な
す
」

こ
と
と
し
て

い
る
。

第
十

四
条

総
会

は
、
こ
の
法
人

の
最
高
決
議

機
関

で
あ

り
、
こ
の
定
款

に
別

に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
法
人

の
運
営

に
関
し
重

要

な
事

項
を
議
決
す

る
。

第

二
十

七
条

a

参
与

は
、
会
員

で
あ
る
学

識

経
験
者

の
な

か
か
ら
理
事
会

の
承
認
を
経

昭和53年度収支予算(修 正)

収 入 .の 部 ・i支 出 の 部

目1金 額/項 目i金 金 額
円

300,000

300,000

1,280,000

350,000

30,000

3,840,000

900,000

100,000

200,000

7,350,000

1,760,000

620,000

200,000

30,000

140,000

17,400,000

項

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

行

経

料

刷

品

発

議

報

信

会

件

所

資

印

査

業

通

備

計

議

務

書

版

耗

会

旅

会

通

諸

人

事

図

出

調

事

交

消

雑

予

円

1,730,000

3,620,000

300,000

8,750,000

2,450,000

500,000

50,000

17,400,000

屑贈蜘　鋸

照

　漏

個
絵

A

B

牲

団

賛

調

事

雑

預

計

法人設立費用収支予算(修 正)

収 入 の 部
目 嘘 副 項 支 出目の謹金 額

円

1,000,000

250,000

120,000

300,000

220,000

130,000

100,000

100,000

80,000

100,000

100,000

2,500,000

項

新事務所開設費

人 件 費

2月臨時理事会

2月 臨時 総 会

法人設立準備会

選挙管理委員会

設 立 総会 引 当

申請書、添付資料
印刷代申請書作

成、法人
登記

消耗 品そ の 他

予 備 費

計

円

900,000

1,600,000

2,500,000

個 人 会 員 募 金

(内 訳) 入

20,000x3=需60,000

10,000×20嵩200,000

8,000x1富8,000

6,000x30霜180,000

4,㎜'x60環240,000

2,000×106=昌212,000

団 体 会 員 募 金

計

て
会
長
が
委
嘱
す

る
。

第

三
十
七
条

常

任
理
事
会

は
、
会
長

・
副
会

長

及
び
常
務
理
事

(
以
下
本
条

に
お

い
て
は

「
常
任

理
事
等
」

と
い
う

。)

を
も

っ
て
構

成

U
、
常
務
を
処
理
す

る
。

附
則
4

社
団
法
人

の
許
可
あ

る
ま
で
、
各
条

文
中

の

「
こ
の
法
人

は
」

は
「
こ
の
協
会
は
」

に
、
第

一
条
の

「
社
団
法
人
北
海
道
自
然
保

護
協
会
L
は

「北
海
道
自
然
保
護
協
会
」
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
業
計
画
追
加
修
正
部
分

一
、
自
然
に
関
す
る
学
術
調
査
研
究
及
び
資
料

の
収
集

⑥

発
電
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
事
業
に
関
す

る
調
査
研
究

三
、
自
然
保
護
思
想
の
普
及
宣
伝
の
た
め
、
刊

行
物
の
作
成
頒
布
及
び
講
演
会

・
講
習
会
等

の
開
催

ω

自
然
保
護
講
座
の
開
催

の

発
電

、

エ
ネ

ル
ギ

ー
問
題

に
つ
い
て

社
団
法
人
北
海
道
自
然
保
護
協
会

設

立

趣

意

書

北
海
道
自
然
保
護
協
会

は
、
昭
和
三
十

九
年

十

二
月

以
来
十
三
年
余

に
わ
た
り
、
北
海
道

の

自
然
を
愛
し
、
環
境
問
題

に
関
心
を
寄

せ
る
有

志

を
会
員
と
し
て
、
自
然

に
関
す

る
調
査
研
究

を

つ
づ
け
る
と
と
も
に
、
自
然
保
護
上
緊
要
と

思
わ
れ

る
問
題

に
つ
い
て
数
多
く

の
指
導
、
助

言
、
勧
告
を
行

い
、
自
然
保
護
思
想

の
普
及
宣

伝
活
動
を
積
極
的
に
推
進

し
て
き

た
。

し
か
し
な
が
ら
、
激
動
す

る
社
会
情
勢

の
な

(
6
P

へ
つ
づ
く
)
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山

と

ゴ

ミ

久
し
ぶ
り
で
大
雪
山

を
歩

い
た
。
今
回
は

大
勢
の
パ
ー
テ

ィ
だ
し
、
若

い
者
も

い
る
か

ら
少
し
荷
物
を
減

ら
し
て
も
ら

っ
て
、

八
ミ

リ
映
画
を
も
の
に
し
よ
う

と
張
切

っ
て
出
か

け
た
。
撮
影
効
果
を
ね

ら
う
小
道
具
と
し
て

「
北
海
道
自
然
保
護

団
体
連
合
」

の
緑
色

の

腕
章
を

つ
け
て
い

っ
た
の
が
悪

か

っ
た
。

ト
ム
ラ
ウ

シ
を
過
ぎ
化
雲

に
向
う
頃

か
ら

増
え
て
き
た
登
山
客

か
ら

ま
る
で
山

の
管
理

人
扱

い
で
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
情

・
問
合
わ
せ

が
よ
せ
ら
れ

る
。
道

の
り
は
時

々
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
み
な
が

ら
答

え
ら
れ

る
が

、
わ
れ
わ

れ
自
身

も
困

っ
た
の
が
ゴ

ミ
の
処
理

で
あ

っ

た
。忠

別

小
屋

に
泊

っ
た
と
き

は
本
州
か
ら

の

若

い
人

に
ゴ
ミ
論
争
を
し

か
け
ら
れ
、
大
雪

山

に
お
け
る
ゴ
ミ
と
ク
ソ
の
対

策

は

い

か

に
、
と
鋭
く

せ
ま
ら
れ
た
と
き

に
は
、
わ
れ

わ
れ
自
然
保
護
団
体
と
し
て
も
取
組
み
が
甘

い
こ
と
を
痛
感

し
た
。

都
市

の
ゴ

ミ
で
も
同
じ

で
あ

る
が
、
最

近

は
ゴ
ミ
の
分
別
が
常
識

で
あ

る
。
山
で
出
る

高

畑

滋

ゴ

ミ
に
つ
い
て
分
別

し
て
み
る
と
、

一
、
紙

ク
ズ
、
一.一、
プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
包
装
類
、
三
、

カ

ン
ズ

メ

・
ピ

ソ

・
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
類

四
、
食
物
残
渣

に
な

ろ
う
。
原
則
と
し
て
、

山

の
ゴ

ミ
は
す

べ
て
持
帰
り
と
す

べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
数

日
を
要
す

る
山
行
で
は
持

ち

帰

り
は
、

い
う
は
易
く
し
て
な
か
な
か
完

全

に
実
行

で
き

る
も

の
で
は
な

い
。
今
回
の
山

行

き
で
も
、
緑

の
腕
章

の
手
前
も
あ

っ
て
完

全
に
持
帰

る
と
宣
言

し
た
も

の
の
、
か
な
り

の
量
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
ゴ
ミ
特
有

の
臭
気
は
袋
を
何
重

に
し
て
も
、
リ

ュ
ッ
ク
の
中

に
入
れ
ら
れ
る

も

の
で
は
な
く
、
外

に
ぶ
ら
下
げ
て
歩

い
た
。

こ
れ
が
沢
沿

い
の
ガ
ケ

っ
ぶ
ち
を
通
る
と
き

に
ひ

っ
か
か
り
、
ま
さ

に
危
機

一
髪

、
ゴ

ミ

の
搬
出
も
命
が
け
だ

っ
た
と

い
う

の
が
麓

に

着

い
た
と
き

の
実
感

で
あ

っ
た
。

大
雪
山

の
よ
う

に
人
が
集

ま
り
や
す

い
山

で
の
ゴ
ミ
処
理

に
つ
い
て
は
、
登
山
者

も
管

理
者
側
も
真
剣

に
考
え
る
時
で
あ
ろ
う
。
ゴ

ミ
処
理
論
争

の
と
き

に
求
め
ら
れ
た
自
然
保

護
団
体

と
し
て
の
対
策
は
次

の
よ
う

に
答
え

た
が
、
会
員

諸
氏

の
ご
検
討
を

お
願

い
し
た

い
。e

の
紙

ク
ズ
類

は
山
小
屋
な
ど

に
焼
却
施

設
が
あ
れ
ば
燃
や
す
。
し
か
し
、
燃
え

る
ゴ

ミ
だ
か
ら
と

い

っ
て
ど
こ
で
で
も
燃

し
て
処

理
す

る
と

い
う

の
は
危
険
で
あ

る
。
忠
別
小

屋

で
は
石
油

カ
ン
が
あ

っ
て
、
こ
れ
を
焼
却

施
設

と
い
う
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ

る
が
、

小
屋
周
辺

に
い
た

テ
ソ
ト
組
も
含

め
で

か
な

り
の
量
が
燃
や
さ
れ
て

い
た
。
燃

え
る
ゴ

ミ

は
か
さ
ば

る
が
軽

い
も

の
で
あ
り
、
汚

い
も

の
も
少
な

い
の
で
、
や
は
り
焼

却
炉
が
な

い

と
こ
ろ
で
は
持
帰

る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

⇔
、
⇔

の
不
燃
性

ゴ
ミ
は
必
ず
持
帰

る
べ

き

で
あ

る
。
山
行
き

の
最
初
か
ら
こ
の
よ
う

な

ゴ
ミ
を
出
さ
な

い
よ
う
装
備

を
点
検

し
て

か
ら
出

か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈲

の
生

ゴ
ミ
は
問
題
が
多

い
。
食

べ
も
の

の
残

り
は
腐

り
や
す
く
重

い
も

の
で
、
最

も

持
帰

り
に
く

い
も

の
で
あ

る
。
普
通

の
山

な

ら
ぽ
有
機
物

だ
け

に
し
て
埋
め
て
処
理
す

る

と
こ
ろ
だ
が
、
高
山
帯

で
は
腐
植
化
す

る
の

か
ど
う

か
疑
問

で
あ

る
。
だ

い
い
ち
、
お
花

畑
や

ハ
イ

マ
ツ
帯
が
や
た
ら

に
堀
ら
れ

る
こ

と
も
問
題
が
あ

り
、
場
所

に
よ

っ
て
は
野
生

鳥
獣

の

エ
サ
と
し
て
影
響
が
過
大

に
な
る
お

そ
れ
も
あ

る
。
登
山
者
側

の
心
得
と
し
て
も

生
ゴ

ミ
も
出

さ
な

い
よ
う

に
、
野
菜
な
ど
も

皮
を

む
く
な
ど

の
半
料

理
を

し
て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う
。

水
場
の
汚
染

も
ひ
ど

い
も

の
が
あ

る
。

一

番
大
切
な
飲
料
用
が
最
優
先

さ
れ

る
べ
き

で

洗

い
も

の
は
原
則

と
し
て
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
冷

た

い
水
で
油
が

お
ち
な

い
と
い

っ
て
、
合
成
洗
剤
を
大
量

に
使

っ
て
食
器
を

洗
う
な
ど
は
論
外

で
あ

る
。
数

日
し

か
い
な

い
山

で
の
生
活
を
、
町

に
い
る
と
き

と
同
じ

よ
う

に
考
え
、
食
器
を

ピ
カ
ピ
カ
に
磨
き
あ

げ

る
と

い
う

の
は
登
山
文
化

に
反

し
、
山
で

の
モ
ラ
ル
を
疑

わ
れ

る
も

の
で
あ

ろ
う
。
水

場

で
は
洗
わ
ず

に
、
ふ
き

と
る
だ
け

に
し
た

い
も

の
で
あ
る
。

最
後

に
や

っ
か

い
な
問
題
と
し
て
は
、
便

が
あ

る
。
山
で
キ
ジ
を
う

つ
な
ど

と
優
雅
な

い
い
方
を
し
て

い
る
が
、
過
密
な
山

で
は
キ

ジ
場
が
問
題

に
な
ろ
う

。
ゴ

ミ
以
上
に
持
帰

り
が
困
難

で
あ
り
、
出

さ
な

い
よ
う

に
心
が

け
る
と
い
う
わ
け

に
も

い
か
な

い
の
で
深
刻

で
あ

る
。
外
国

で
は
携
帯
用
便
器

を
使
う

と

こ
ろ
も
あ

る
と

い
う
が
、
真
剣

に
論
議
さ
れ

な

け
れ
ば
な

る
ま

い
。
山
小
屋

を
作

っ
た
以

上
、
人
が
集
ま

る
の
は
当
然

で
あ

っ
て
管
理

者
側
で
も
山
小
屋

の
便
所

問
題
は
、
現
在

の

よ
う

に
封
鎖

し
て
お
く
だ
け
で
は
能

が
な
さ

す
ぎ

る
。

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー
に
よ
る
便
槽

の
交

替

く
ら
い
は
、
考
え
て
も
よ

い
の
で
は
な

い

だ
ろ
う

か
。

道
立
自
然
保
護
研
究
所
が

で
き
た
ら
、
重

要
な

テ
ー
マ
の

一
つ
と

し
て
も
ら
わ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な

い
問
題

で
あ

る
。

(羊
ケ
丘
自
然
愛
好
会
)
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4
P
よ
り

つ
づ
き
)

か
に
あ

っ
て
、
今
後
ま
す
ま
す
多
様
化

し
、
重

要
度

を
増
す

こ
と
が
予
想

さ
れ

る
自
然
保
護

・

環
境
保

全
問
題
を
考
え
る
と
、
さ
ら
に
組
織
を

固
め
、
活
動

の
範

囲
を
拡
大
強
化
す

る
こ
と
は

当
協
会
が
担
う

べ
き
社
会
的
責
務

で
あ

り
、
北

海
道

の
自
然
保
護

・
環
境
保

全
問
題

の
発
展

に

大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
な

る
こ
と
は
疑

い
の

な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
北
海
道
自
然
保
護
協
会
活
動
十
三
年

余

の
歴
史

を
継

承
し
、
新
た

に
社
団
法
人

・
北

海
道
自
然
保
護
協
会

を
設

立
し
、
社
会
的

に
責

任

あ
る
団
体

と
し
て
、
そ

の
活
動
を

一
層
強
力

に
推
進

し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ
る
。

(
会
員
数
)

個
人
会
員

六

一
三
名
、
団
体
会
員

四
五
名
、

合
計

六
五
八
名
。

(総
会
成
立
定

足
数
)

三

二
九
名
。

(
臨
時
総
会
出
席
数
)

個
人
△
否
貝
出
席
数

三
三
名
、
個
人
会
員
委
任

状
三

二
七
名
、
団
体
会
員
委
任
状

二
〇
名
、
合

計
三

八
○
名
。

(
臨
時
総

会
出
席
者
)

伊
藤
誠
夫

、
石
川
俊
夫
、
市
川
正
良
、
今
村
朋

信

、
小
川

厳

、
大
山

明
、
加
藤

勇
太
郎
、
神

門
敦
之

、
狩
野

広
、
栗
原
正
之

、
駒

井

勉

坂
本
直
行
、
重
岡
義
雄

、
田
中
留
蔵

、
田
中
明

子

、
高
畑

滋
、
滝

口

亘
、
俵

浩
三
、
辻

井
達

一
、
綱
島

俊

、
中

田
毫
亮

、
中

野
徹

三

長
谷
川
雄
七
、
橋
本
昌
利

、
原

田
輝
治

、
三
浦

二
郎
、
三
木

昇

、
三
股

正
年

、
村
野
紀
雄

、

八
木
健

三
、
安

田
鎮
雄

、
山

口

透

、
山
本

正

(
以
上
三
十

三
名
)

会
費
の
お
願
い

今
回

の
臨
時
総
会

で
昭
和

五
十
三
年
度
か
ら

の
会
費
が
、
次

の
よ
う

に
き

ま
り
ま
し
た
。
会

員
各
位

の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

一
、
会
費
値

上
げ

個
人
会
員

(
A
)

年
額

二
、
五
〇
〇
円
。

〃

(
B
)

〃

一
、
五
〇
〇
円
。

学
生
会
員

〃

一
、
五
〇
〇
円
。

(蠕

摩
篇
露
蚕

二
、
納

入
時
期

事
業
年
度
開
始
後

一
ヵ
月
以
内
。
昭
和

五
十

三
年
度

の
場
合

は
、
昭
和
五
十

三
年

四
月

三
十

日
ま
で
に
納
入

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま

す
。
本
協
会

は
こ
れ
を
基
に
し
て
昭
和

五
十

三

年
度

の
事
業
活
動
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

納
入
が
遅
れ
ま
す
と
事
業
活

動
が
思
う

よ
う

に

い
き
ま
せ
ん
。
本
協

会
の
発
展

の
た
め
に
も
早

目

に
納
入
し
て
下
さ

い
。

会
員
の
移
動

昭
和
五
十

三
年

四
月

一
日
現
在

の
新
し

い
会

員

名
簿
を
作
成
中

で
す
。
新
入
会
員

の
氏
名
は

会
員

の
皆
様

に
名
簿
配
布
す
る

こ
と
に
よ

っ
て

代

え
ま
す
。
会
員
名
簿
か
ら
外
し
た
氏

名
は
次

の
と
お
り
で
す
。

(退
会
)

足
立
行
夫
、
秋
田
谷
正
雄
、
浅
野
料
子

、
伊
坂

昭

二
、
飯
尾
健
悦
、
入
沢
幹
夫

、
岩
崎

四
郎

、

上

田

境
、
蝦
名
賢
治

、
遠
藤
利
雄

、
遠
藤
昌

敏
、
神
谷
芙
美

、
川
端
功
治

、
佐
藤
信
彦

、
佐

藤

貢
、
斎
藤

武

、
斎
藤
真
理
子

、
酒
田
和

彦
、
白

石
昌
次
、
相
馬

昭
男
、

田
中

滋
郎
、
高
井
美

穂
子
、
竹

生
惰

二
、
土
井
恭
次
、
豊

岡

洪
、
成
田
保
夫
、
野
村
梧
郎
、

華
園
康
次

、
原

芳

弘
、
松
井

幹

雄
、
三
宅
正
之

、
八
鍬
利
郎

渡
辺
文
太
郎
、
青

柳
志
郎

、
早

川
禎
治
、
湊

正
雄
、
中

野
知

性
)

(音

信
困
難

で
会

費
滞
納

あ
る

た
め
、
退

会
し
た
も
の
と
み
な

す
会
員
)

伊

豆

正
、
伊
藤
隆

敏
、
石
本

恵
生

、
岩

田
光
治

、内

野
文
夫
、

木
村
靖
郎

、

晃

、
佐

々
木

正

一
、

竹

田
茂
雄

、
中
村

幸
子
、

子

、
宮
田
典
久
。

(
物
故
会
員

)

塩
沢
英
雄
、

夫
、
福

井
清

敏
、
松

井
善
喜

…

み
申
し
あ
げ
ま
す
。

卒

北

大

植

物

園

[コ[コ[コ
[][鱒 圖聰コ

三董
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通 公 園
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陶
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]
大

小

坂
誠

士
、
後
藤
輝
美
、
河
野
清

笹

原
昌
幸

、
余
助
修

二
、

樋

口
広
作
、
東
原
朋

田
中

瑞
穂
、
中

野
征
紀

、
早
川
力

…
謹

ん
で
お
悔

事
務
所
移
転
の
お
知
ら
せ

本
協
会
の
事
務
所
は
昭
和
三
十
九
年
十
二
月

の
発
足
以
来
、
北
大
植
物
園
事
務
所
内
に
置
か

れ
て
い
ま
し
た
。
法
人
化
を
目
途
に
昨
年
六
月

か
ら
会
員
秦
巌
夫
北
海
道
空
港
㈱
社
長
の
ご
厚

意
に
よ
り
同
社
札
幌
連
絡
事
務
所

(富
山
会
館

三
階
)
の
一
画
を
拝
借
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

こ
の
た
び
下
記
に
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
新
事
務
所
は
、
今
ま
で
と
同
様

に
市
内
中
心
部
に
あ
り
便
利
な
と
こ
ろ
で
す
か

ら
、
皆
様
の
ご
連
絡
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お

り

ま
す
。

新
事
務
所

〒
〇
六
〇

札
幌
市
中
央
区
北

一

条
西
七
丁
目

一
地
番
広
井
ビ
ル
五

階

(北

一
条
通
り
南
向
き
)

昭

和

五

十

三
年

三

月
十

日
発

行

〇
六
〇

札
幌
市
中
央
区
北

一
条
酉
七
丁
目

広
井
ビ

ル
五
階

発

行

所

北

海

道
自

然

保
護

協

会

電

話

(〇
一
一)
二
六
一ー
六
五
八
六
(代
)

(〇
一
こ
二
五
一
ー
五
四
六
五
(直
)

郵

便

振

替

口
座

小
樽

四
〇

五
五

北
海

道
拓
殖
銀
行
本
店
〇
一
七
二
五
九

北

海

道

銀

行

本

店

一
〇

一
四
四
四

発

行

人

石

川

俊

夫

印

刷

札

幌

印

刷

株

式

会

社
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